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第 272号 

令和 3年(2021年) 

12月 24日 

金曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（地

域政策課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（生活衛生

課） 

○ 埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例のあらまし（都市整備政策

課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正

する条例のあらまし（保安課） 

条例 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（地域政策課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例（生活衛生課） 

○ 埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例（都市整備政策課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正

する条例（保安課） 

規則 
○ 埼玉県財務規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

告示 
○ 予算の公表（財政課） 

○ 所沢都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 川口都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 管理理容師資格認定講習会の指定（生活衛生課） 

○ 管理美容師資格認定講習会の指定（生活衛生課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗に対する市町村等意見の公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 神鳥荻島土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 
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○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路環境課） 

○ 一般国道 122号の区域の変更（さいたま県土整備事務所） 

○ 県道三芳富士見線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道富岡入間線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 一般国道 125号の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
五
十
一
号
）
（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
を
図
る
た
め
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町 

 

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

処
理
す
る
市
町
村
が
拡
大
す
る
事
務
等
（
十
四
事
務
） 

 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
一
部
は
公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五

十
二
号
）
（
生
活
衛
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
取
組
を
強
化
す
る
た
め
、
飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の

責
務
を
新
設
す
る
等
す
る
も
の 

二 

内
容 

 

㈠ 

県
の
責
務
を
改
正
し
、
連
携
規
定
を
追
加 

 
 

 

県
は
、
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
市
町
村
、
動
物
関
係
団
体
等
と
相
互
に
連
携
を
図

る
。 

 

㈡ 

飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
責
務
を
新
設 

 
 

 

飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
飼
養
に
先
立
ち
、
習
性
な
ど
の
知
識
習
得
に
努
め
、
現

在
及
び
将
来
に
わ
た
る
生
活
環
境
等
を
考
慮
し
、
終
生
飼
養
で
き
る
動
物
を
選
択
す
る
よ

う
努
め
る
。 

 

㈢ 

動
物
取
扱
業
者
の
責
務
を
新
設 

 
 

 

動
物
取
扱
業
者
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
動
物
に
関
す
る
最
新
の

知
識
の
習
得
、
主
体
的
な
情
報
の
発
信
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
。 

 

㈣ 

飼
い
主
の
遵
守
事
項
を
改
正
し
、
緊
急
時
対
策
に
関
す
る
規
定
を
追
加 

 
 

 

災
害
に
際
し
て
必
要
な
準
備
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。 

 

㈤ 

県
が
譲
渡
で
き
る
動
物
に
次
の
動
物
を
追
加 

 
 

ア 

所
有
者
で
は
な
い
拾
得
者
等
か
ら
引
き
取
り
を
求
め
ら
れ
収
容
し
た
犬
猫 

 
 

イ 

公
共
の
場
所
に
お
い
て
収
容
し
た
疾
病
、
負
傷
を
し
て
い
た
犬
、
猫
等 

 
 

ウ 

飼
養
、
係
留
な
ど
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
収
容
し
た
野
犬
等 

 

㈥ 

動
物
愛
護
推
進
員
の
活
動
と
し
て
次
の
活
動
を
新
設 

 
 

ア 

県
に
対
し
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
資
す
る
情
報
を
得
た
と

き
に
、
情
報
の
提
供
を
行
う
。 

 
 

イ 

飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
適
切
な
助
言
を
行
う
。 

 

㈦ 

財
政
上
の
措
置
を
新
設 

 
 

 

県
は
、
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十

三
号
）
（
都
市
整
備
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
額
の
改
定
を
す
る
と
と
も
に
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積
率
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
の
額
を
定
め
、
証
紙
の

方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

ア 

手
数
料
の
改
定
等 

 
 

 

（
例
）
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
手
数
料
（
一
戸
建
て
住
宅 

新
築
の
場
合
） 

 
 

 
 

現
行 

 

六
千
円
（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
さ
れ
た
場
合
） 

 
 

 
 

 

改
正
後 

八
千
円
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
三

項
の
確
認
書
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の

写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合
） 

 

イ 

手
数
料
の
新
設 

 
 

 
 

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積
率
の
特
例
許
可 

申
請
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
六
万
円 

㈡ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正 

 
 

証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
手
数
料
の
追
加 

三 

施
行
期
日 

令
和
四
年
二
月
二
十
日 

  



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）
（
保
安
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ 

 

う
と
す
る
者
等
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
と
と
も
に
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法 

 

に
よ
り
徴
収
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

 
 

ア 

手
数
料
の
新
設 

 
 

 
 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
が
所
持
許
可
制
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
手
数
料
の
新
設 

 
 

 
 

（
例
）
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
申
請
（
現
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
を
受
け
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

者
）
六
千
八
百
円 

 
 

イ 

規
定
の
整
備 

 
 

 
 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
が
所
持
許
可
制
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
名
称
の
変
更 

 
 

 
 

（
例
）
現
行 

銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

 
 

 
 

 
 

 

改
正
後 

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

 

㈡ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正 

 
 

ア 

証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
手
数
料
の
追
加 

 
 

 
 

㈠
ア
の
手
数
料
を
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

イ 

規
定
の
整
備 

 
 

 
 

（
例
）
二
十
六 

現
行 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
正
後 

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
五
日 



条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
五
項
第
一
号
事
務
の
欄 

中
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
（
地
域
連
携
薬
局
又
は

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

中
「
法
」
の
下
に
「
第

七
十
二
条
の
二
の
二
、
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
一
項
第
六
号
事
務
の
欄
２
中
「
第
二
十
九
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第

十
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
九
条
第
十
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
五
項
」
に

改
め
、
同
欄
４
中
「
第
二
十
九
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
欄

５
中
「
第
二
十
九
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
六
項
事
務
の
欄
２
中
「
公
告
、
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
八
十
七
項
事
務
の
欄
２
中
「
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第

十
四
条
第
六
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
蕨
市
」
を
削
る
。 

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
七
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、

行
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
事
務
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

 
 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

別
表
第
二
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
四
十
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
鳩
山
町
」
の
下
に

「
、
と
き
が
わ
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
十
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
幸
手
市
」
の
下
に
「
、
鶴
ケ
島
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
六
十
一
項
第
一
号
事
務
の
欄
１
中
「
、
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を

削
り
、
同
欄
２
中
「
、
第
十
八
条
の
十
八
、
第
十
八
条
の
二
十
一
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

10 

13 

11 
12 

12 

15 

14 

16 

13 

15 



    
 

別
表
第
七
十
九
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
」
を
加
え
、
同

項
第
四
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
、
飯
能
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄
１
中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
、
第
百
六

十
八
条
第
一
項
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
、
第
百
八
十
六
条
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
条
第
一

項
後
段
（
法
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
欄

２
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
百
七
十
条
第
一
項
（
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
百
七
十
条
第

二
項
（
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、

同
欄
４
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
百
七
十
条
第
三
項
（
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
百
七
十

条
第
五
項
（
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
」
に
改

め
、
同
欄
６
中
「
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
の
規
定
」

を
「
及
び
第
百
七
十
三
条
第
一
項
（
法
第
百
八
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
」
に
改
め
、
同
欄
７
及
び
８
中
「
第
百
二
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第

百
七
十
五
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
欄
９
中
「
第
百
二
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百

七
十
五
条
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
、
」
に
、
「
並
び
に
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」

を
「
、
第
百
三
十
七
条
第
五
項
及
び
第
百
八
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

か
ら 

ま
で

の
規
定
中
「
第
百
三
十
八
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
八
十
七
条
」
を
加
え
、
同
欄 

中
「
及
び

第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
「
、
第
百
六
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
欄 

中
「
並
び
に
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
百
六
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
及
び
第
百

六
十
一
条
第
三
項
」
を
「
、
第
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
百
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
欄 

中
「
及
び
第
百
六
十
一
条
第
四
項
」
を
「
、
第
百
六
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
百
十
四

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
及
び
第
百
六
十
一
条
第
五
項
」
を
「
、
第
百
六
十
一
条
第

五
項
及
び
第
二
百
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
及
び
第
百
六
十
一
条
第
六
項
」
を

「
、
第
百
六
十
一
条
第
六
項
及
び
第
二
百
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
及
び
第
百

六
十
一
条
第
七
項
」
を
「
、
第
百
六
十
一
条
第
七
項
及
び
第
二
百
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、

同
欄 

中
「
第
百
六
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
百
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
欄 

 
 

中
「
第
百
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
百
十
六
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
欄 

 

 

中
「
第
百
六
十
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
百
十
六
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
欄 

か

ら 

ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
施
行
令
第
三
十
五
条
及
び
第
四
十

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

27 

28 

29 
31 

38 
六 

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

春
日
部
市
、
草
加

市 

 



三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
九
十
七
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
東
秩
父
村
」
の
下
に
「
、
美
里
町
、
神
川
町
、

上
里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
百
項
市
町
村
の
欄
中
「
鳩
山
町
」
の
下
に
「
、
美
里
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
百
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
川
口
市
」
の
下
に
「
、
行
田
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
百
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
鳩
山
町
」
の
下
に
「
、
と
き
が
わ
町
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
（
第
一
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
改
正

後
の
別
表
の
事
務
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以

下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等

の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の

欄
に
掲
げ
る
市
町
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行

日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

又
は
当
該
市
町
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 



条

例 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
の
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
動
物
関
係
団
体
そ
の
他
の
関

係
す
る
者
と
相
互
に
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
責
務
） 

第
三
条
の
二 

飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
動
物
の
飼
養
に
先
立
ち
、
当
該
動
物
の
習
性
、

生
理
、
生
態
等
に
関
す
る
知
識
の
習
得
に
努
め
る
と
と
も
に
、
飼
養
す
る
動
物
を
選
択
す
る
際

に
は
、
飼
養
の
目
的
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
る
生
活
環
境
等
を
考
慮
し
、
終
生
飼
養
で
き
る

動
物
を
選
択
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
動
物
取
扱
業
者
の
責
務
） 

第
四
条
の
二 

法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
社
会
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
自
ら
の
役
割
を
認
識
し
て
、
関
係
法
令

を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
動
物
に
関
す
る
最
新
の
知
識
の
習
得
及
び
情
報
の
発
信
に
主

体
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八 

地
震
、
火
災
等
の
災
害
に
際
し
て
適
正
な
保
護
及
び
管
理
の
た
め
に
必
要
な
準
備
を
行
う

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
犬
又
は
猫
」
を
「
犬
、
猫
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十

五
条
第
一
項
本
文
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

「
又
は
猫
」
を
「
若
し
く
は
猫
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
し
た
犬
、
猫
等
又

は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
し
た
野
犬
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
動
物
愛
護
推
進
員
） 

第
十
七
条
の
三 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
愛
護
推
進
員
を
委



嘱
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

動
物
愛
護
推
進
員
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

活
動
を
行
う
。 

一 
県
に
対
し
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
資
す
る
情
報
を
得
た
と
き

は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
す
る
こ
と
。 

二 

飼
い
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
飼
養
の
目
的
、
生
活
環
境

等
に
適
し
た
動
物
の
選
択
に
関
し
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
。 

 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
七
条
の
四 

県
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財

政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
第
百
十
六
号
イ
及
び
第
百
二
十
一
号
イ
」
を
「
第
百
十

七
号
イ
及
び
第
百
二
十
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
百
十
六
号
ハ
及
び
第
百
二
十

一
号
ハ
」
を
「
第
百
十
七
号
ハ
及
び
第
百
二
十
二
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
第
百
九
号
中
「
第
三

項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
イ
を
削
り
、
同
欄
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     

イ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
六
条
の
二
第
三
項
の
確
認
書
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
住
宅
性
能
評
価
書
（
い
ず

れ
も
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
百
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ

れ
ら
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
三
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等
（
共
同
住
宅
、
長
屋
そ
の
他
の
一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
住
宅
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
百
十
二
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
） 

次
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
五
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
八
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
二
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
八
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
八
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
八
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

●
●
●
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

●
●
●
円 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

㈢
～
㈦ 

（
略
） 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

            

 



                         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
金
額
の
欄
ハ
中
「
及
び
ロ
」
及
び
「
を
申
請
住
戸
数
で
除

し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
」

を
削
り
、
同
欄
ハ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同
項
第
百
十
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
前

号
金
額
の
欄
イ
⑴
、
ロ
⑴
又
は
ハ
⑴
」
を
「
前
号
金
額
の
欄
イ
⑴
又
は
ロ
⑴
」
に
、
「
同
欄
イ

⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
、
ロ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
又
は
ハ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
」
を
「
同
欄
イ
⑵
㈠
か
ら

㈧
ま
で
又
は
ロ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
」
に
改
め
、
「
（
共
同
住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を

申
請
住
戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
。
）
）
」
を
削
り
、
同
項
第
百
十
一
号
金
額
の
欄
イ
を
削
り
、
同
欄
ロ
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

 
 

 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
八
千
円 

㈣ 
床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
八
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
八
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の 

 

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
三
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
九
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
万
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
五
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
八
万
六
千
円 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
万
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
五
万
千
円 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

●
●
●
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

●
●
●
円 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
円 

 
 

㈢
～
㈦ 

（
略
） 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

            

 

イ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
三
項
の
確
認
書
若
し

く
は
同
条
第
四
項
の
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
五
百
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
変
更
後
の
床
面 

 
 

 

積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
二
千
五
百
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
六
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
七
千
五
百
円 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
六
千
五
百
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
九
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二
万
八
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
三
千
円 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
五
千
五
百
円 

             

 



 
 

 

                                 

 

く
は
同
条
第
四
項
の
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
五
百
円 

 

⑵ 
共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

㈠ 
床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
変
更
後
の
床
面 

 
 

 

積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
二
千
五
百
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
六
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
万
九
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
七
千
五
百
円 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
六
千
五
百
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
九
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二
万
八
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
三
千
円 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
五
千
五
百
円 

             

 



    

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
金
額
の
欄
ハ
中
「
及
び
ロ
」
及
び
「
を
申
請
住
戸
数
で

除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
」

を
削
り
、
同
欄
ハ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同
項
第
百
十
二
号
中
「
前
号
金
額
の
欄
イ
⑴
、
ロ
⑴
又
は

ハ
⑴
」
を
「
前
号
金
額
の
欄
イ
⑴
又
は
ロ
⑴
」
に
、
「
同
欄
イ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
、
ロ
⑵
㈠
か

ら
㈧
ま
で
又
は
ハ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
」
を
「
同
欄
イ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま
で
又
は
ロ
⑵
㈠
か
ら
㈧
ま

で
」
に
改
め
、
「
（
共
同
住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
申
請
住
戸
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
）
」
を
削
り
、

同
項
第
百
十
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
中
第
百
二

十
五
号
を
第
百
二
十
六
号
と
し
、
第
百
二
十
四
号
を
第
百
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
三

号
中
「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
二
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
二
十

一
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
二
十
二
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
四

号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
二
号
中
「
第
百
二
十
号
金
額
の
欄
」
を
「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
百
二
十
一
号
を
第
百
二
十
二
号
と
し
、

同
項
第
百
二
十
号
中
「
第
百
二
十
二
号
イ
⑵
」
を
「
第
百
二
十
三
号
イ
⑵
」
に
、
「
第
百
二
十

四
号
イ
⑵
」
を
「
第
百
二
十
五
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
一
号
と
し
、
同
項

第
百
十
九
号
中
「
第
百
二
十
五
号
」
を
「
第
百
二
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十

号
と
し
、
同
項
第
百
十
八
号
中
「
第
百
十
六
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
十
七
号
金
額
の
欄
イ
」

に
、
「
第
百
十
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
十
七
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
百
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
七
号
を
第
百
十
八
号
と
し
、
第
百
十
六
号
を
第
百
十
七
号

と
し
、
同
項
第
百
十
五
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
中
「
第
百
十
七
号
」
を
「
第
百
十
八
号
」
に
改
め
、

同
欄
イ
⑶
㈠
中
「
第
百
十
七
号
イ
⑶
」
を
「
第
百
十
八
号
イ
⑶
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
⑶
中
「
第

百
十
七
号
ロ
⑶
」
を
「
第
百
十
八
号
ロ
⑶
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
六
号
と
し
、
同
項

第
百
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

 

      
 

 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

(イ) 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

 
 

 

(ロ) 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
五
千
五
百
円 

           

 

百
十
五 

長
期
優
良

住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律

第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く

住
宅
の
容
積
率
の

特
例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

認
定
長
期

優
良
住
宅

建
築
等
計

画
に
基
づ

く
建
築
に

係
る
住
宅

の
容
積
率

の
特
例
許

可
申
請
手

数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
六
万
円 

 



 
 

 

     

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
四
百
十
一
号
を 

 

第
四
百
十
二
号
と
し
、
第
三
百
八
十
三
号
か
ら
第
四
百
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第 

 

三
百
八
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

  
 

 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
か
ら
第
百
十
二
号
ま
で
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百 

 

九
号
か
ら
第
百
十
二
号
ま
で
の
規
定
（
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
住
宅
の
質
の
向
上
及
び

円
滑
な
取
引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条

第
一
項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
提
出
さ
れ
た
場
合
の
申

請
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
中
「
定
め
る

額
を
、
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
住
戸
の
う
ち
同
時
に
申
請
さ
れ
た
住
戸
の
数

（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
百
十
二
号
ま
で
に
お
い
て
「
申
請
住
戸
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得

た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
定
め
る
額
」
と
、
同
項
第
百
十
号
中
「
金
額
（
共
同
住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金

三
百
八
十
三 

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積

率
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 

百
十
五 

長
期
優
良

住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律

第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く

住
宅
の
容
積
率
の

特
例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

認
定
長
期

優
良
住
宅

建
築
等
計

画
に
基
づ

く
建
築
に

係
る
住
宅

の
容
積
率

の
特
例
許

可
申
請
手

数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
六
万
円 

 



額
を
申
請
住
戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
、
同
項
第
百
十
一
号
金
額
の
欄
イ
中
「
定

め
る
額
を
申
請
住
戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
額
」
と
、
同
項
第
百
十
二
号
中
「
金
額
（
共

同
住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
申
請
住
戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
す
る
。 



ロ 

同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
現
に

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申

請
に
係
る
審
査 

 

六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
号
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
千
三
百
円
） 

 

三
の
二 

銃
砲
刀
剣
類

所
持
等
取
締
法
第
五

条
の
三
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い

に
関
す
る
講
習
会
の

開
催 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

取
扱
い
に
関
す

る
講
習
手
数
料 

イ 

現
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ
ス
ボ

ウ
を
所
持
し
て
い
る
者
に
対
す
る
講
習 

 

会 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
千
円 

ロ 

そ
の
他
の
者
に
対
す
る
講
習
会 

 
 

六
千
九
百
円 

 

条

例 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

第
一
条 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
六
号
の
表
第
一
号
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持

許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
イ
中

「
基
づ
く
」
の
下
に
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
同
時
に
他
の
同

項
」
を
「
同
時
に
他
の
同
法
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

 

別
表
第
六
号
の
表
第
三
号
イ
中
「
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」

を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

        

別
表
第
六
号
の
表
第
六
号
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持

許
可
証
書
換
え
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数
料
」
に
改
め
、

同
表
第
七
号
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
、
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付

手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
事

務
の
種
別
の
欄
中
「
又
は
空
気
銃
」
を
「
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
」
に
改
め
、
同



ロ 

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査 

 

七
千
二
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申

請
を
行
う
者
が
同
時
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

四
千
八
百
円
） 

 

ニ 

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査 

 

六
千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ

ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
及
び
当
該
申

請
を
行
う
者
が
同
時
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

四
千
四
百
円
） 

 

十
五 

銃
砲
刀
剣
類
所

持
等
取
締
法
第
九
条

の
十
六
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練

査 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射

撃
練
習
資
格
認

定
申
請
手
数
料 

九
千
三
百
円
（
当
該
申
請
を
行
う
者
が
同

時
に
他
の
同
法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の

認
定
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

他 

 

号
中
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
を
「
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
又
は

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
伴
う
場
合
」
を
「
伴
う

同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請

に
係
る
審
査
」
に
、
「
他
の
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
他
の
同
項
」
に
改
め
、
「
基
づ

く
」
の
下
に
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
伴
わ
な
い
場
合
」
を
「
伴

わ
な
い
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
」
に
改
め
、
「
基
づ
く
」
の
下
に
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
」
を
加

え
、
「
同
号
」
を
「
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
当
該
同
項
」
を
「
当
該
同
法
第
七

条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

別
表
第
六
号
の
表
第
八
号
金
額
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

別
表
第
六
号
の
表
第
十
号
中
「
射
撃
練
習
資
格
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
猟
銃
又
は
空
気
銃

射
撃
練
習
資
格
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

    



 

習
を
行
う
資
格
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

 

他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を

行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
審
査
に

あ
っ
て
は
、
五
千
六
百
円
） 

 

 

二
十
七
の
二 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
手
数
料 

 
 

三
十
三
の
二 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
練
習
資
格
認
定
申
請
手
数
料 

 

    
 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正 

第
二
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

別
表
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
四
号
）
の
項
第
二
十
六
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等

又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

  

別
表
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
四
号
）
の
項
第
二
十
九
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数
料
」
を
「
銃

砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類

所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料
」
に
改

め
、
同
項
第
三
十
一
号
中
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
を
「
猟
銃
若

し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
二

号
の
二
中
「
射
撃
練
習
資
格
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
猟
銃
又
は
空
気
銃
射
撃
練
習
資
格
認
定

申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
三
号
の
八
を
第
三
十
三
号
の
九
と
し
、
第
三
十
三
号

の
二
か
ら
第
三
十
三
号
の
七
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
四
十
条
の
二
及
び
第
四
十
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
等
） 

第
四
十
条
の
二 

法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
指
定
納
付
受
託
者
（
次
条
、
第
四

十
条
の
四
及
び
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
指
定
納
付
受
託
者
」
と
い
う
。
）

の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
に
係
る
伺
い
は
、
会
計
管
理
者
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
債
権
管
理
簿
へ
の
記
載
） 

第
四
十
条
の
三 

会
計
管
理
者
、
出
納
員
又
は
分
任
出
納
員
は
、
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
法
律
第

二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
債
権
管

理
簿
に
指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
で
あ
る
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
四
十
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
等
に
係
る
権
限
の
委
任
）
」
に
改

め
、
同
条
中
「
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
」

に
改
め
る
。 

 

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
歳
入
等
（
歳
入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
納
付
手
数
料 

当
該
歳
入
等
に
係
る
収
入
金 

 

第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
納
付
」
の
下
に
「
（
法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
納
付
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
百

三
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

第
十
三
条
の
四
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
。
）
」
の
下
に
「
及
び
法
律
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六
第
四

項
に
規
定
す
る
証
明
書
」
を
加
え
る
。 

 

別
記
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
１
３
９

 
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書

 
２
３
６

 

 



 

様
式
第
百
三
十
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第１３９号（第２３６条関係） 

（第１面） 

 第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

   年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

  埼玉県知事        □印  

 

 

                （第２面） 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  

 

２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の

条項を記載すること。 

３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、有

しない場合は「－」を記載すること。 

４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面につ

いては、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

写 

真 

（備考）１ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
指
定
代
理
納
付
者
に
係
る
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
第
四
十
条
の
三
及
び
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
七
号 

埼
玉
県
議
会
令
和
三
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
令
和
三
年
度
埼
玉
県
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
十
二
号
）
、
令
和
三
年
度
埼
玉
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
三
号
）
、
令
和
三
年

度
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
、
令
和
三
年
度
埼
玉
県
工
業
用
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
及
び
令
和
三
年
度
埼
玉
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



 

 

 

      令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第１２号） 

 令和３年度埼玉県一般会計の補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,616,630千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,599,242,358千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

9 国 庫 支 出 金     731,031,327  1,665,002  732,696,329  

1 国 庫 負 担 金  119,494,074  861,776  120,355,850  

2 国 庫 補 助 金  605,077,968  803,226  605,881,194  

10 財 産 収 入     8,184,752  2,437  8,187,189  

   1 財 産 運 用 収 入  5,843,880  2,437  5,846,317  

12 繰 入 金     84,580,672  1,864,778  86,445,450  

2 基 金 繰 入 金  83,025,588  1,864,778  84,890,366  

13 繰 越 金     5,154,885  84,413  5,239,298  

   1 繰 越 金  5,154,885  84,413  5,239,298  

歳 入 合 計 2,595,625,728  3,616,630  2,599,242,358  

 

  



 

 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額   補 正 額   計 

 
2 総 務 費     94,696,875  84,413  94,781,288  

 
   5 徴 税 費  27,228,690  84,413  27,313,103  

 
3 民 生 費     432,876,291  2,826,994 

 

 435,703,285  

 
   1 社 会 福 祉 費  321,048,905  2,826,994  323,875,899  

 
5 労 働 費     5,793,891  9,130  5,803,021  

 
   2 職 業 訓 練 費  3,687,475  9,130  3,696,605  

 
6 農 林 水 産 業 費     23,876,451  162,166  24,038,617  

 
   1 農 業 費  8,723,821  162,166  8,885,987  

 
7 商 工 費     297,445,481  533,927  297,979,408  

 
   1 商 工 業 費  296,227,277  183,427  296,410,704  

 
   2 観 光 費  1,218,204  350,500  1,568,704  

歳 出 合 計 2,595,625,728  3,616,630  2,599,242,358  

  



 

第２表 繰越明許費補正                                                                                         

 追  加                                                        （単位 千円） 

款 項   事 業 名   金 額  

2 総 務 費  5 徴 税 費 
  

税務システム維持管理費  108,626  

7 商 工 費  1 商 工 業 費 
  

中小企業イノベーション支援事業費  102,780  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土 木 費 

 

2 道 路 橋 り ょ う 費 

  
舗装道整備費  203,000  

 
 
道路環境整備費  15,000  

 
 
自転車歩行者道整備費  93,500  

 
 
交差点整備費  46,000  

 
 
道路安全施設費  522,200  

 
 
自転車通行環境整備費  10,000  

 
 
道路改築費  285,000  

 
 
道路改築事業費  101,500  

 
 
橋りょう補修事業費  64,800  



 

 

 

 3 河 川 費 
  

ダム等施設管理費  8,400  

 

4 都 市 計 画 費 

  
つくばエクスプレス沿線地域整備推進費  542,000  

 
  

公園等施設管理費  73,006  

 
  

公園等施設整備費  259,655  

 
  

新たな森建設費  200,000  

 
  

社会資本整備総合交付金（公園）事業費  181,000  

 



 

 

変  更                                                                                                    （単位 千円） 

款
 

項
 補 正 前           補 正 後           

事 業 名         金 額       事 業 名         金 額       

  

2 道路橋りょう費 

  
災 害 防 除 費 

  
40,000 

  
災 害 防 除 費 

  
192,000 

 

  
  電 線 地 中 化 （ 道 路 ） 

整 備 費 

  
5,000 

  電 線 地 中 化 （ 道 路 ） 

整 備 費 

  
170,000 

 

  
  

バリアフリー安全対策費 
  

70,000 
  

バリアフリー安全対策費 
  

247,000 
 

  
  社会資本整備総合交付金 

（ 交 通 安 全 ） 事 業 費 

  
60,000 

  社会資本整備総合交付金 

（ 交 通 安 全 ） 事 業 費  

  
659,500 

 

  
  社会資本整備総合交付金 

（ 改 築 ） 事 業 費 

  
1,380,000 

  社会資本整備総合交付金 

（ 改 築 ） 事 業 費 

  
2,283,000 

 

  
  

橋 り ょ う 修 繕 費 
  

210,000 
  

橋 り ょ う 修 繕 費 
  

2,087,000 
 

8 土 木 費 
  

橋 り ょ う 架 換 費 
  

500,000 
  

橋 り ょ う 架 換 費 
  

878,000 
 

    
  

河 川 改 修 費 
  

1,217,000 
  

河 川 改 修 費 
  

1,897,000 
 



 

 

  3 河 川 費 
  社会資本整備総合交付金 

（ 河 川 ） 事 業 費 

  
881,000 

  社会資本整備総合交付金 

（ 河 川 ） 事 業 費 

  
1,815,000 

 

    
  

河 川 改 修 事 業 費 
  

172,537 
  

河 川 改 修 事 業 費 
  

872,537 
 

    
  

街 路 整 備 費 
  

130,000 
  

街 路 整 備 費 
  

525,600 
 

  4 都 市 計 画 費 
  

街 路 改 良 事 業 費 
  

110,000 
  

街 路 改 良 事 業 費 
  

326,500 
 

    
  社会資本整備総合交付金 

（ 街 路 ） 事 業 費 

  
320,000 

  社会資本整備総合交付金 

（ 街 路 ） 事 業 費  

  
390,000 

 

 



 

 

第３表 債務負担行為補正 
 

 追  加                                                    （単位 千円） 

 事 項   期 間   限 度 額  

 舗装道整備   令 和 4 年 度   2,694,600  

 道路環境整備   令 和 4 年 度   43,000  

 電線地中化（道路）整備   令 和 4 年 度   15,000  

 自転車歩行者道整備   令 和 4 年 度   20,000  

 道路安全施設   令 和 4 年 度   395,000  

 自転車通行環境整備   令 和 4 年 度   15,000  

 道路改築   令 和 4 年 度   150,000  



 

 

  

 

 緊急浚渫推進   令 和 4 年 度   595,000  

 河川維持修繕   令 和 4 年 度   51,000  

 床上浸水対策事業   令 和 4 年 度   270,000  

 河川改修事業   令 和 4 年 度   150,000  

 砂防施設   令 和 4 年 度   10,000  

 街路改良事業   令 和 4 年 度   22,000  

 社会資本整備総合交付金（公園）事業   令 和 4 年 度   150,000  

 快適ハイスクール施設整備   令 和 4 年 度   3,380,224  



 変  更                                                    （単位 千円） 

 事        項    
 補 正 前   補 正 後  

期     間 限    度    額 期     間 限    度    額 

  
中小企業者制度融資貸付事業利

子補助（令和３年度融資分） 
  

令 和  4  年 度 か ら 

令 和 1 8 年 度 ま で 
  14,202,375    

令 和  4  年 度 か ら 

令 和 1 8 年 度 ま で 
   14,552,375  

 社会資本整備総合交付金（改築）

事業 
  令 和 4 年 度   300,000 

  

令 和 4 年 度 

  

1,227,000  

 橋りょう修繕 

  

令 和 4 年 度 

  

1,173,500 

  

令 和 4 年 度 

  

1,896,500  

 橋りょう架換 

  

令 和 4 年 度 

  

300,000 

  

令 和 4 年 度 

  

450,000  

 排水機場等維持修繕 

  

令 和 4 年 度 

  

110,000 

  

令 和 4 年 度 

  

140,000  

 河川改修 

  

令 和 4 年 度 

  

69,100 

  

令 和 4 年 度 

  

1,043,100  



 

 
社会資本整備総合交付金（河川）

事業 

  

令 和 4 年 度 

  

1,743,200 

  

令 和 4 年 度 

  

2,102,000  

 街路整備 

  

令 和 4 年 度 

  

250,000 

  

令 和 4 年 度 

  

285,000  

 

 



 

 

      令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第１３号） 

 令和３年度埼玉県一般会計の補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,316,418千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,637,558,776千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

9 国 庫 支 出 金     732,696,329  38,316,418  771,012,747  

2 国 庫 補 助 金  605,881,194  38,316,418  644,197,612  

歳 入 合 計 2,599,242,358  38,316,418  2,637,558,776  

 

  



 

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

 
3 民 生 費     435,703,285  5,334,846  441,038,131  

 
   1 社 会 福 祉 費  323,875,899  5,334,846  329,210,745  

 
4 衛 生 費     343,125,262  29,840,915  372,966,177  

 
   1 公 衆 衛 生 費  303,156,167  29,840,915  332,997,082  

 
7 商 工 費     297,979,408  3,140,657  301,120,065  

 
   2 観 光 費  1,568,704  3,140,657  4,709,361  

歳 出 合 計 2,599,242,358  38,316,418  2,637,558,776  

  

  



                                                    

 

   令和３年度埼玉県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 令和３年度埼玉県国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,911,585千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ616,352,083千円とする。 

第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表歳入歳出予算補正」による。  

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

7 繰 入 金     38,929,197  6,911,585  45,840,782  

   2 基 金 繰 入 金  300,000   6,911,585  7,211,585  

歳 入 合 計 609,440,498  6,911,585  616,352,083  

 

 

 

 

 

 



 

                                               

 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費     609,440,498  6,911,585  616,352,083  

 

 

 

 

  1 国 民 健 康 保 険 事 業 費  609,440,498  6,911,585  616,352,083  

歳 出 合 計  609,440,498  6,911,585  616,352,083  

 

 

   



 

 

   令和３年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

 （総 則） 

第１条 令和３年度埼玉県工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （債務負担行為） 

第２条 令和３年度埼玉県工業用水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加して補正する。 

 （単位 千円）  

  事 項    期 間   限 度 額  

 
工 業 用 水 道 施 設 修 繕 

 

 令 和 4 年 度  

 

15,484 
 

 

 



 

 

 

   令和３年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算（第１号） 

 （総 則） 

第１条 令和３年度埼玉県水道用水供給事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （債務負担行為） 

第２条 令和３年度埼玉県水道用水供給事業会計予算第６条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり追加して補正する。 

 （単位 千円）  

  事 項    期 間   限 度 額  

 
水 道 施 設 修 繕 

 

 令 和 4 年 度  

 

740,858 
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仲
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埼
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市
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百
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四
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
熊
谷
上
之
商
業
施
設
計
画 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
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上
之
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吉
原
三
千
百
十
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外 
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後
）
ス
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示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
川
口
栄
町
３
丁
目
銀
座
地
区
市
街
地
再
開
発
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
三
丁
目
六
百
一
番
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

駐
輪
施
設
に
つ
い
て 

 
 

 

届
出
店
舗
は
駅
近
隣
の
商
業
施
設
で
あ
り
、
多
数
の
駐
輪
需
要
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
自

転
車
が
収
容
台
数
を
超
え
た
場
合
も
必
ず
敷
地
内
で
対
応
し
、
周
辺
道
路
上
に
駐
輪
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
な
対
策
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
届
出
書
記
載
の
交
通
整

理
員
配
置
の
他
に
対
策
案
が
あ
れ
ば
ご
教
示
く
だ
さ
い
。
な
お
、
原
動
機
付
自
転
車
の
来

店
者
へ
の
対
応
も
併
せ
て
ご
教
示
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

届
出
店
舗
周
辺
は
自
転
車
等
放
置
禁
止
区
域
で
す
。
道
路
上
に
と
ま
っ
て
い
る
自
転
車

等
は
撤
去
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、
利
用
者
や
テ
ナ
ン
ト
等
へ

の
周
知
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

自
主
管
理
歩
道
出
入
口
設
置
の
た
め
の
Ｌ
型
側
溝
切
下
げ
は
、
車
両
進
入
が
な
い
よ
う

必
要
最
低
限
と
し
、
交
差
点
お
よ
び
停
止
線
か
ら
五
ｍ
以
内
の
箇
所
に
設
け
な
い
こ
と
。

ま
た
、
出
入
口
付
近
の
植
樹
は
、
視
距
が
確
保
で
き
る
よ
う
低
木
と
す
る
こ
と
。 

 

⑶ 

出
入
口
①
の
歩
道
上
縁
石
は
、
中
高
層
建
築
物
事
前
協
議
時
、
Ｏ
・
六
ｍ
の
幅
で
あ
っ

た
が
、
ど
の
よ
う
に
設
置
す
る
の
か
。
斜
型
ブ
ロ
ッ
ク
を
二
個
設
置
し
た
場
合
、
車
両
進

入
時
の
視
距
の
関
係
か
ら
見
え
な
い
部
分
が
多
い
た
め
、
ポ
ー
ル
で
の
対
応
が
良
い
。
詳

細
図
を
作
成
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
鳥
荻
島
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

羽
生
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

桶
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
及
び
写
真
地
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

荒
川
上
流
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
越
市
大
字
久
下
戸
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鶴
ヶ
島
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

鶴
ヶ
島
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

鶴
ヶ
島
市
大
字
上
広
谷
の
一
部
、
大
字
藤
金
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

 

   

県
道 

       

道
路
の
種
類 

 

 

  

東
武
動
物
公
園
停
車
場

線 

   

路 
線 

名 

  

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
二
丁
目
九
〇
番
地

先
か
ら 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
一
六
二
四

番
一
地
先
ま
で 

  

区 
 

 
 

 
 

 

間 



告

示 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 
 

百
二
十
二
号 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新 旧 

旧 

新 
別 

川
口
市
本
町
二
丁
目
一
七
九
番
九 

地
先
か
ら 

 

同
市
本
町
一
丁
目
二
一
七
番
一 

地
先
ま
で 

 

区 
 
 
 

間 

二
五
・
〇
〇 

～ 

九
〇
・
九
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
四
五
・
〇
〇 

延 
 
 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
付
け
埼
玉
県
さ

い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
変
更
で
あ
る
。

延
長
二
四
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

三
芳
富
士
見
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

富
士
見
市
大
字
鶴
馬
（
元
大
井
分
）
字

大
沼
一
五
一
六
番
六
地
先
か
ら
同
市
大

字
上
南
畑
字
橋
上
川
袋
二
七
三
四
番

二
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

 
 

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 

一
六
・
二
三 

 
 

九
・
五
三
～ 

一
六
・
二
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
九
四
・
六
四 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
事
業
に
よ
る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

富
岡
入
間
線 

三 

道
路
の
区
域



 
新 旧 

旧 

新 
別 

飯
能
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
三
三
番
二
四

地
先
か
ら
同
市
大
字
阿
須
字
菅
沢
二
七

番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

一
一
・
九
五
～ 

 
 
 
 

一
二
・
一
七 

 
 

五
・
五
一
～ 

 
 
 
 

一
二
・
〇
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
九
・
三
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

  

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

田 

中 

勝 

也 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

百
二
十
五
号 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

新  旧  

旧 

新 

別 

久
喜
市
高
柳
字
溜
井
二
三
六
三
番
三
地
先

か
ら
同
市
高
柳
字
溜
井
二
九
〇
六
番
一
地

先
ま
で 

久
喜
市
高
柳
字
溜
井
二
三
六
三
番
三
地
先

か
ら
同
市
高
柳
字
溜
井
二
九
〇
五
番
一
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

 

二
八
・
六
〇
～ 

 
 
 

三
九
・
三
〇 

 三
四
・
三
〇
～ 

 
 
 

四
〇
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

四
七
七
・
九
〇 

 

四
七
七
・
九
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

除
外
部
は
久
喜
市
及
び
羽
生
領
島
中
領
用
排

水
路
土
地
改
良
区
の
管
理
と
な
る
。 

備 
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